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富山県告示第214号 

   包括外部監査契約の締結について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 252条の36第１項の規定により、次のとお 

り包括外部監査契約を締結したので、同条第６項の規定により告示する。 

  令和６年５月10日 

                                   富山県知事  新  田  八  朗  

１ 契約の相手方の氏名及び住所 

  ⑴ 氏名 柴 義公 

  ⑵ 住所  高岡市東中川町１番29－ 407号グラン・シエロ中川 

２ 契約の期間の始期 

  令和６年４月１日 

３ 監査に要する費用の額の算定方法 

  契約で定める基本費用の額並びに契約で定めるところにより算定した執務費用 

 及び実費の額の合算 

４ 監査に要する費用の支払方法 

毎週月.水.金曜日発行 
令和６年５月10日 

金 曜 日 
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  執務費用及び実費に相当する額の範囲内における概算払並びに実績報告に基づ 

 く精算払 

 

 

富山県公安委員会告示第39号 

   富山県公安委員会が行う交通規制についての一部改正について 

 富山県公安委員会が行う交通規制について（昭和46年富山県公安委員会告示第 

 125号）の一部を次のように改正し、令和６年５月10日から施行する。 

  令和６年５月10日 

                  富山県公安委員会 

                     委 員 長 竹  内  登 美 子  

別表第１通行禁止 

 黒部市の項第12号を次のように改める。 
 

 

 

 
 
 
 
 

削除     

 砺波市の項第28号を次のように改める。 
 

 

 

 
 
 
 
 

削除     

 砺波市の項第33号を次のように改める。 
 

 

 

 
 
 
 
 

削除     

 砺波市の項第49号の次に次の１号を追加する。 
 

 

50 

 
 
市道 
 
 

砺波市中野 1360－1 
 ファミリーマート砺波中野店前から 
同  中野 220 
 立山酒造前まで 

1000m 終日 大型貨物
等  

別表第１⑶一方通行 

 富山市の項第 182号を次のように改める。 
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182 
 
 

富山市向新庄 200-16先交差点から同市向新 
庄 200-19先交差点までに至る市道は、同順 
路の進行方向の一方通行とする。 

50m 終日 自動車原 
付  

 砺波市の項第11号を次のように改める。 
 

 

 

 
 

削除 
 
 

    

 砺波市の項第12号を次のように改める。 
 

 

 

 
 

削除 
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土地改良区の役員の退任 

 久婦須川土地改良区の役員であった次の者が令和６年３月１日退任した旨届出が 

あったので、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第18項の規定により公告 

する。 

  令和６年５月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

  職 名    氏   名        住     所 

  理 事   宮 本 英 夫   富山市八尾町小長谷3573番地 

 

 

土地改良区の役員の就任 

 久婦須川土地改良区の役員に次の者が令和６年３月10日就任した旨届出があった 

ので、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第18項の規定により公告する。 

  令和６年５月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
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  職 名    氏   名        住     所 

  理 事   江 尻 幹 生   富山市八尾町小長谷1520番地 

 

 

土地改良区の役員の退任 

 熊野土地改良区の役員であった次の者が令和６年３月22日退任した旨届出があっ 

たので、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第18項の規定により公告する。 

  令和６年５月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

  職 名    氏   名      住    所 

  理 事   向 川 登志雄   富山市安養寺  84番地１ 

   同    髙 安  夫   同  南金屋 425番地 

   同    高 田 重 雄   同  牧田  136番地 

   同    長 森 治 雄   同  森田 1770番地 

   同    岡 崎 秀 壽   同  島田    ７番地 

   同    若 林 義 博   同  林崎 1093番地 

  監 事   犬 島 比斗志   同  経力   177番地 

   同    熊 本 幹 男   同  上熊野2195番地 

   同    栗 山 慎 一   同  下熊野 305番地 

 

 

土地改良区の役員の就任 

 熊野土地改良区の役員に次の者が令和６年３月23日就任した旨届出があったので、 

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第18項の規定により公告する。 

  令和６年５月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

  職 名    氏   名      住    所 

  理 事   髙 安  夫   富山市南金屋 425番地 

    同    杉 森 幹 男   同  青柳新1108番地 
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    同    熊 南 昭 浩    同  宮保  671番地 

    同    長 森 治 雄   同  森田 1770番地 

    同    村 上   清   同  悪王寺 93番地 

    同    堀 江 貞 夫   同  江本  302番地 

   同    北 野 幸 夫   同  上熊野2234番地 

   同    松 本 厚 美   同  牧田  155番地３ 

  監 事   辰 本 昭 雄   同  辰尾   31番地 

    同    犬 島 比斗志   同  経力   177番地 

    同    栗 山   泰   同  下熊野 275番地 

 

 

土地改良区の役員の退任 

 舟橋村土地改良区の役員であった次の者が令和６年３月31日退任した旨届出があ 

ったので、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第18項の規定により公告す 

る。 

  令和６年５月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

  職 名    氏   名       住     所 

  理 事   三 鍋 芳 男   中新川郡舟橋村竹内 239 

 

 

監査の結果の公表について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 199条第１項、第２項及び第４項の規定に 

基づき、令和６年３月に富山県監査委員監査基準に準拠し実施した監査の結果を、 

同条第９項の規定により次のとおり公表する。 

  令和６年５月10日 

                    富山県監査委員 山 崎  宗 良  

                    富山県監査委員 亀 山    彰  

                    富山県監査委員 田 中  篤 人  
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                    富山県監査委員 髙 橋  正 樹  

 

１ 県の機関 

 ⑴ 監査対象箇所                   監 査 年 月 日  

厚 生 部 高 岡 厚 生 セ ン タ ー     令和６年３月14日 

  同 砺 波 学 園 令和６年３月28日 

  同 心 の 健 康 セ ン タ ー 令和６年３月15日 

教育委員会     東 部 教 育 事 務 所 令和６年３月12日 

  同 入 善 高 等 学 校 令和６年３月25日 

  同 桜 井 高 等 学 校 令和６年３月11日 

  同 魚 津 高 等 学 校 令和６年３月11日 

  同 魚 津 工 業 高 等 学 校 令和６年３月22日 

  同 上 市 高 等 学 校 令和６年３月14日 

  同 雄 山 高 等 学 校 令和６年３月１日 

  同 八 尾 高 等 学 校 令和６年３月22日 

  同 富 山 西 高 等 学 校 令和６年３月29日 

  同 富 山 南 高 等 学 校 令和６年３月１日 

  同 呉 羽 高 等 学 校 令和６年３月21日 

  同 高 岡 工 芸 高 等 学 校 令和６年３月29日 

  同 高 岡 商 業 高 等 学 校 令和６年３月29日 

  同 伏 木 高 等 学 校 令和６年３月21日 

  同 高 岡 南 高 等 学 校 令和６年３月５日 

  同 福 岡 高 等 学 校 令和６年３月26日 

  同 氷 見 高 等 学 校 令和６年３月12日 

  同 石 動 高 等 学 校 令和６年３月11日 
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   監査対象箇所                   監 査 年 月 日 

教育委員会 南 砺 福 野 高 等 学 校     令和６年３月25日 

  同 新 川 み ど り 野 高 等 学 校 令和６年３月22日 

  同 と な み 野 高 等 学 校 令和６年３月11日 

  同 し ら と り 支 援 学 校 令和６年３月28日 

  同 富 山 高 等 支 援 学 校 令和６年３月22日 

  同 高 志 支 援 学 校 令和６年３月14日 

  同 ふ る さ と 支 援 学 校 令和６年３月28日 

  同 高 岡 支 援 学 校 令和６年３月15日 

  同 高 岡 高 等 支 援 学 校 令和６年３月19日 

  同 と な み 総 合 支 援 学 校 令和６年３月22日 

公安委員会 黒 部 警 察 署 令和６年３月25日 

  同 魚 津 警 察 署 令和６年３月15日 

  同 上 市 警 察 署 令和６年３月18日 

  同 富 山 南 警 察 署 令和６年３月12日 

  同 富 山 西 警 察 署 令和６年３月22日 

  同 射 水 警 察 署 令和６年３月14日 

  同 氷 見 警 察 署 令和６年３月12日 

  同 砺 波 警 察 署 令和６年３月11日 

 

 ⑵ 監査対象年度 

   令和４年度及び令和５年度 

 

 ⑶ 監査結果 

   財務に関連する事務事業の執行等が適正かつ効率的に行われているか等につ 

  いて、監査対象所属から資料の提出を求め、その内容を確認するなどの方法に 

  より監査したところ、大方の監査対象箇所において、おおむね適正に行われて 
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  いると認められたが、一部において次のとおり留意改善すべき事項があったの 

  で、今後、一層適正な執行に努められたい。 

 

 <<注意事項>> 

  ア 収入証紙収納額報告に誤りがあった。 

  イ 現金の払込みに遅延しているものがあった。 

  ウ 特殊勤務手当の支給に誤りがあった。 

  エ 時間外勤務手当の支給に誤りがあった。 

  オ 過年度の支出に誤りがあった。 

  カ 契約条項違反があった。 

  キ 交通事故による損害が生じた。（４件） 

  ク 車両の損傷による損害賠償があった。 
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